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㈱三久萩原技研
滑川 /滑川市常盤町 28-4 ☎(076)４７５‐１２３９
立山 /立山町米沢 33-1 ☎(076)４６２‐０９３９

浄化槽･貯水槽 保守･清掃
水まわりの困りごとを一発解決！

広告

９
月
10
日
は

「
下
水
道
の
日
」
で
す

　
皆
さ
ん
は
、
９
月
10
日
が
何
の

日
か
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？

　
９
月
10
日
は
、「
下
水
道
の
日
」

で
す
。

　「
下
水
道
の
日
」
と
は
、
当
時
、

世
界
中
で
日
本
の
下
水
道
の
整
備

が
と
て
も
遅
れ
て
い
た
た
め
整
備

の
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
下
水

道
の
役
割
や
大
切
さ
を
知
っ
て
も

ら
う
た
め
に
昭
和
36
年
か
ら
始
め

ら
れ
、
毎
年
、
９
月
10
日
を
中
心

に
、
全
国
各
地
で
下
水
道
に
関
す

る
イ
ベ
ン
ト
や
催
し
物
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
下
水
道
は
、み
な
さ
ん
が
毎
日
、

台
所
や
お
風
呂
、
ト
イ
レ
な
ど
で

使
っ
た
水
（
汚
水
）
を
集
め
て
キ

レ
イ
な
水
に
し
て
海
や
川
へ
返
す

役
割
を
し
て
い
ま
す
。

　
汚
水
が
そ
の
ま
ま
海
や
川
へ
流

れ
こ
む
と
魚
が
住
め
な
く
な
っ
た

り
、植
物
が
育
た
な
く
な
る
な
ど
、

環
境
が
悪
く
な
る
だ
け
で
な
く
、

生
活
に
必
要
な
キ
レ
イ
な
水
も
使

う
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
快
適
で
住
み
良
い
ま
ち
を
つ
く

る
た
め
、
子
ど
も
や
孫
の
代
ま
で

滑
川
市
の
キ
レ
イ
な
自
然
環
境
を

残
す
た
め
に
、
下
水
道
を
利
用
で

き
る
地
域
に
お
住
ま
い
の
方
々
に

は
１
日
も
早
い
下
水
道
の
利
用
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

　
上
下
水
道
課
（
内
線
４
４
１
）

全
国
一
斉
「
高
齢
者
・

障
が
い
者
の
人
権
あ
ん

し
ん
相
談
」
強
化
週
間

　
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
無
料
電

話
相
談
を
開
催
し
ま
す
。

と
き
　
９
月
９
日
㈪
～
15
日
㈰

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

※
土
曜
・
日
曜
日
は
午
前
10
時
～

　
午
後
５
時

対
象
　
高
齢
者
や
障
が
い
者
を
め

　
ぐ
る
人
権
問
題
に
関
し
て
お
悩

　
み
の
方

相
談
内
容
　
家
庭
内
・
福
祉
施
設

　
内
に
お
け
る
虐
待
な
ど
を
は
じ

　
め
と
す
る
、
高
齢
者
や
障
が
い

　
者
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権

　
問
題

相
談
受
付
電
話
番
号

　
０
５
７
０
‐
０
０
３
‐
１
１
０

▼
問
合
せ
先

　
富
山
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　（
☎
４
４
１
‐
６
３
７
６
）

と
き
　
９
月
８
日
㈰
午
前
10
時
～

　
午
後
４
時

内
容
　
生
活
保
護
に
関
す
る
電
話

　
相
談
　
※
相
談
無
料

相
談
電
話
番
号

　
☎
０
１
２
０
‐
０
５
２
‐
０
８
８

▼
問
合
せ
先　

富
山
県
青
年
司
法

　
書
士
会
　
瀧
脇

　（
☎
４
３
６
‐
１
９
３
１
）

全
国
一
斉
「
生
活
保

護
１
１
０
番
」

普
通
救
命
講
習
Ⅰ

と
き
　
９
月
14
日
㈯

　
午
前
９
時
～
12
時

と
こ
ろ
　
消
防
署
３
階
講
堂

対
象　

市
内
在
住
で
小
学
校
高
学

　
年
以
上
の
方

内�

容
　
成
人
に
対
す
る
Ａ
Ｅ
Ｄ
の

使
用
を
含
め
た
救
命
手
当
て
の

講
習
で
す
。
３
時
間
の
講
習
を

受
け
る
と
、
修
了
証
が
交
付
さ

れ
ま
す
。

受
講
料
　
無
料

申
込
期
限

　
９
月
13
日
㈮
ま
で

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
消
防
署
救
急
係

と
き
　
９
月
８
日
㈰
午
前
10
時
～

と
こ
ろ　

市
民
交
流
プ
ラ
ザ
１
階

　
広
場

内�

容
　
応
急
手
当
・
救
命
処
置
体

験
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。ぜ
ひ
、

ご
家
族
連
れ
で
参
加
く
だ
さ
い
。

消
防
署
よ
り

（
☎
４
７
５
‐
０
１
８
０
）

９
月
９
日
は
救
急
の
日

救
急
フ
ェ
ア

火
災
に
注
意
！

　
市
内
で
は
、
今
年
に
入
っ
て
す

で
に
11
件
の
火
災
が
発
生
し
て
い

ま
す
。

　
こ
れ
は
過
去
10
年
間
の
同
期
比

較
で
は
最
多
の
件
数
と
な
っ
て
い

ま
す
。
特
に
、
夏
季
に
入
っ
て
か

ら
は
２
件
の
電
化
製
品
に
よ
る
火

災
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
は
、
裸
火
の
取

り
扱
い
や
ガ
ス
器
具
、
電
化
製
品

の
取
り
扱
い
に
充
分
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先　

消
防
署
査
察
係

▼
問
合
せ
先
　
消
防
署
救
急
係

　
障
が
い
を
お
持
ち
の
皆
さ
ん
と

事
業
主
の
皆
さ
ん
と
の
出
会
い
の

場
を
設
け
、
障
が
い
を
お
持
ち
の

方
が
面
接
で
き
る
機
会
を
提
供
す

る
た
め
、
滑
川
・
富
山
公
共
職
業

安
定
所
合
同
で
就
職
面
接
会
を
開

催
し
ま
す
。
お
仕
事
を
お
探
し
の

障
が
い
を
お
持
ち
の
皆
さ
ん
の
積

極
的
な
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

と
き
　
９
月
27
日
㈮

　
午
後
１
時
30
分
～
４
時

と
こ
ろ
　
と
や
ま
自
遊
館

▼
問
合
せ
先　

滑
川
公
共
職
業
安

　
定
所
職
業
相
談
第
二
部
門

　（
☎
４
７
５
‐
０
３
２
４
）

障
が
い
者
合
同
就
職

面
接
会

無
料
調
停
相
談

と
き
　
９
月
20
日
㈮

　
午
前
10
時
～
午
後
４
時

と
こ
ろ
　
県
民
会
館
（
富
山
市
）

　
サ
ン
プ
ラ
ザ
４
階
（
魚
津
市
）

相
談
事
項

◦
金
銭
貸
借
、
土
地
、
交
通
事
故

　
な
ど
の
損
害
賠
償

◦
家
庭
内
、
親
族
間
、
相
続
に
関

　
す
る
問
題

▼
問
合
せ
先
　
富
山
県
調
停
協
会

　
連
合
会（
☎
４
２
１‐８
１
９
５
）

と
き
　
❶
10
月
１
日
㈫
❷
２
日
㈬

　
❸
７
日
㈪
　
い
ず
れ
も
午
前
９

　
時
30
分
～
12
時

と
こ
ろ
　
富
山
聴
覚
総
合
支
援
学

　
校
（
富
山
市
下
奥
井
）

対
象　

　
❶
高
等
部
（
知
的
障
害
）

　
❷
幼
稚
部・中
学
部（
聴
覚
障
害
）

　
❸
小
学
部
・
高
等
部
（
聴
覚
障

　
害
）・
専
攻
科

内�

容
　
学
習
参
観
、
学
習
参
加
、

懇
談
会

申
込
期
限
　
９
月
20
日
㈮
ま
で

※�

詳
細
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先
　

　
県
立
富
山
聴
覚
総
合
支
援
学
校

　
教
育
相
談
部

　（
☎
４
４
１
‐
９
０
１
１
）

富
山
聴
覚
総
合
支
援
学
校

第
２
回
学
校
見
学
会

　
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
、
無
料

電
話
相
談
を
開
催
し
ま
す
。

と
き
　
９
月
30
日
㈪
～
10
月
４
日
㈮

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

対
象
　
子
ど
も
の
人
権
に
関
し
て

　
お
悩
み
の
方

相
談
内
容
　
い
じ
め
、
体
罰
、
不

　
登
校
、
親
か
ら
の
虐
待
、
そ
の

　
他
子
ど
も
を
め
ぐ
る
各
種
問
題

相
談
電
話
番
号

　
☎
０
１
２
０
‐
０
０
７
‐
１
１
０

▼
問
合
せ
先
　
富
山
地
方
法
務
局

　
人
権
擁
護
課

　（
☎
４
４
１
‐
６
３
７
６
）

全
国
一
斉
「
子
ど
も

人
権
１
１
０
番
」

　
公
証
役
場
は
、
国
の
機
関
で
各

種
契
約
や
遺
言
公
正
証
書
の
作
成

な
ど
の
公
証
事
務
を
取
り
扱
っ
て

い
ま
す
。

　
遺
言
や
お
金
の
貸
し
借
り
な
ど

の
大
切
な
契
約
は
、
公
正
証
書
に

し
て
お
く
と
安
心
・
確
実
で
す
。

　
ま
た
将
来
、
判
断
能
力
が
衰
え

た
場
合
に
、
不
動
産
な
ど
の
財
産

管
理
を
任
せ
ら
れ
る
人
を
事
前
に

選
任
し
て
お
く
、
任
意
後
見
契
約

な
ど
も
公
証
人
が
取
り
扱
い
ま
す
。

相
談
は
い
つ
で
も
無
料
で
す
。

▼
問
合
せ
先　

魚
津
公
証
役
場

　（
☎
０
７
６
５
‐
24
‐
６
７
４
７
）

10
月
１
日
～
７
日
は

「
公
証
週
間
」

募
集
人
数　

若
干
名

応�

募
条
件
　
介
護
支
援
専
門
員
、

保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、

社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
の

い
ず
れ
か
の
有
資
格
者
で
、
普

通
運
転
免
許
所
有
者

職
務
内
容
　
要
介
護
・
要
支
援
認

　
定
の
訪
問
調
査
な
ど

申�

込
方
法
　
履
歴
書
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、
福
祉
介
護
課

介
護
保
険
担
当
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。（
郵
送
可
）

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
福
祉
介
護
課
介
護
保
険
担
当

　（
内
線
７
６
１
・
７
６
３
）

介
護
保
険
認
定
調

査
員
募
集

　
障
が
い
を
持
つ
方
と
そ
の
家
族

が
、
い
ろ
い
ろ
な
競
技
を
通
じ
て

一
緒
に
楽
し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご

し
ま
す
。ぜ
ひ
、ご
参
加
く
だ
さ
い
。

と
き
　
９
月
29
日
㈰
午
前
10
時
～

と
こ
ろ
　
サ
ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー

　
ズ
滑
川

▼
問
合
せ
先

　
福
祉
介
護
課
社
会
福
祉
担
当

　（
内
線
７
６
６
）

障
が
い
者
・
家
族

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
大
会

募
　
　
集

◇
シ
ー
サ
イ
ド
タ
ウ
ン
有
磯
住
宅

　（
中
堅
所
得
者
向
け
）

▼
１
～
３
階
２
～
５
Ｌ
Ｄ
Ｋ
15
戸

　
入
居
者
負
担
額

　
４
０
０
０
０
～
９
０
０
０
０
円

受
付
期
限
　
９
月
17
日
㈫
ま
で

※
電
話
で
の
受
け

　
付
け
は
い
た
し

　
ま
せ
ん
。

抽
選
日

　
９
月
25
日
㈬

入
居
可
能
日

　

10
月
１
日
㈫
以
降

▼
申
込
み･

問
合
せ
先

　
ま
ち
づ
く
り
課（
内
線
４
３
５
）

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

　
滑
川
市
ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
の
森

公
園
の
管
理
を
行
う
法
人
な
ど

（
指
定
管
理
者
）
を
募
集
し
ま
す
。

指
定
管
理
期
間
　
３
年
間

　
平
成
26
年
４
月
１
日
～
平
成
29

　
年
３
月
31
日

応
募
資
格

　
法
人
そ
の
他
の
団
体
な
ど

　
た
だ
し
、
欠
格
事
項
に
該
当
す

　
る
場
合
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

※�

募
集
期
間
な
ど
、
詳
し
く
は
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

　
ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
の
森
公
園
整

　
備
室
（
内
線
４
６
２
）

指
定
管
理
者
募
集

広告

広告


